
 
 

関西電力株式会社美浜発電所３号炉、高浜発電所１号炉、２号炉、３号
炉及び４号炉並びに大飯発電所３号炉及び４号炉の発電用原子炉 
設置変更許可申請書に関する審査の結果の案の取りまとめについて

（案） 
―大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直しへの対応― 

 
令和３年３月１７日 

原子力規制委員会 

 

１．審査の結果の案の取りまとめについて 

 原子力規制委員会は、令和元年９月２６日に、関西電力株式会社（以下「関西電力」

という。）から核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基

づき提出された美浜発電所、高浜発電所及び大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可

申請書を受理した。また、令和３年１月２６日及び令和３年２月２６日に、関西電力

から当委員会に対し補正書の提出がなされた。 

 当委員会は、本申請について、審査会合等において審査を進めてきたところ、原子

炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第１項

各号のいずれにも適合しているものと認められることから、別紙１－１～別紙１－３

のとおり審査の結果の案を取りまとめることとし、原子力委員会及び経済産業大臣の

意見を聴くこととする。 

 

２．原子力委員会への意見聴取 

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６

第３項の規定に基づき、別紙２－１～別紙２－３のとおり同法第４３条の３の６第１

項第１号に規定する許可の基準の適用について原子力委員会の意見を聴くこととす

る。 

 

３．経済産業大臣への意見聴取 

原子炉等規制法第７１条第１項の規定に基づき、別紙３－１～別紙３－３のとおり

経済産業大臣の意見を聴くこととする。 

 

４．科学的・技術的意見の募集 

本発電所については、新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可の際、その審査

書案に対する科学的・技術的意見の募集を行った（美浜３号炉については平成２８年

８月４日から３０日間、高浜発電所１号炉及び２号炉については平成２８年２月２５

日から３０日間、高浜発電所３号炉及び４号炉については平成２６年１２月１８日か

ら３０日間、大飯発電所３号炉及び４号炉については平成２９年２月２３日から３０

日間）。今回の申請に係る審査書案を取りまとめるに当たっては、 

（案の１）：添付の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行う。 

（案の２）：添付の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行わない。 

資料２―１ 
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５．今後の予定 

原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の結果（上記４．の（案の１）の場合

には、添付の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集の結果を含む。）を踏まえ、

原子炉等規制法第４３条の３の８第１項の規定に基づく本申請に対する許可処分の

可否について判断を行う。 

また、これらの発電所について、本件許可後に行われる設計及び工事の計画の認可

その他の処分並びに検査等の措置の取扱いについては、令和元年度第１３回原子力規

制委員会において決定した方針（別添１）に従い、今後、関西電力から、公開の審査

会合において、工事に要する期間その他の本件許可に係る対応を完了させるべき期限

を判断するために必要な事項を聴取した上で、本件許可と併せて、当委員会として決

定する。 

 

６．その他 

本申請に至る経緯について、以下に示す。 

・平成３１年４月１７日（平成３１年度第４回原子力規制委員会） 

当委員会は、大山火山の大山生竹テフラ（以下「ＤＮＰ」という。）の噴出規模

が 11 km3程度と見込まれること、及び、大山倉吉テフラとＤＮＰが一連の巨大

噴火であるとは認められず、上記噴出規模のＤＮＰは本件発電用原子炉施設の

火山影響評価において想定すべき自然現象であることを認定した。 

 

・令和元年５月２９日（令和元年度第１０回原子力規制委員会） 

当委員会は、平成３１年度第４回原子力規制委員会において認定された事実に

基づけば、美浜発電所３号発電用原子炉施設、高浜発電所１号、２号、３号及

び４号発電用原子炉施設並びに大飯発電所３号及び４号発電用原子炉施設（以

下「本件発電用原子炉施設」）における降下火砕物の最大層厚の設定は、火山事

象に係る「想定される自然現象」の設定として明らかに不適当であり、実用発

電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第６条

第１項への不適合が認められるため、原子炉等規制法第４３条の３の２３第１

項の規定に基づき、本件発電用原子炉施設について基本設計ないし基本的設計

方針を変更することを命ずる方針を決定した。また、命令を発出するにあたっ

て、関西電力に弁明の機会の付与の通知を行った。 

 

・令和元年６月１日 

弁明の機会の付与に対し、関西電力から、弁明しない旨の回答を受領した。 

 

・令和元年６月１９日（令和元年度第１３回原子力規制委員会） 

当委員会は、関西電力に対し、原子炉等規制法第４３条の３の２３第１項に基

づき、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合するよう、

本件発電用原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針を変更することについ

て、令和元年１２月２７日までに原子炉等規制法第４３条の３の８第１項の許

可に係る申請を行うよう命令を発出することを決定し、同日命令を発出した。 
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（別紙と参考） 

別紙１ 発電用原子炉設置変更許可申請書の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について（案） 

別紙１添付 発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書（案） 

   （別紙１－１：美浜、別紙１－２：高浜、別紙１－３：大飯） 

別紙２ 発電用原子炉の設置変更許可に関する意見の聴取について(原子力委員会) 

   （別紙２－１：美浜、別紙２－２：高浜、別紙２－３：大飯） 

別紙３ 発電用原子炉の設置変更許可に関する意見の聴取について(経済産業大臣) 

   （別紙３－１：美浜、別紙３－２：高浜、別紙３－３：大飯） 

別添１ 大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直しに伴うその他の審査・検査

の取扱いについて（令和元年６月１９日 原子力規制委員会 資料２） 
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 別紙１－１ 

 

関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許

可の基準への適合について（案） 
 

番    号 

年 月 日 

原子力規制委員会 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３７号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５４号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９７号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された、美浜発電

所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）に対する

法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１項各号に

規定する許可の基準への適合については、以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１３年

６月２２日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はない

こと 
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から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 
 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る変更の工事に要する資金については、自己資金、

社債及び借入金により調達したとしていることから、申請者には本件申請に係

る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認めら

れる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更す

るために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであると認められる。 

 
６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３の５

第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 
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(案) 
 
 

関 西 電 力 株 式 会 社 美 浜 発 電 所 

の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（ ３ 号 発 電 用 原 子 炉 

施 設 の 変 更 ） に 関 す る 審 査 書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術

的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 年 月 日 

原子力規制委員会 

  

添 付  
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Ⅰ はじめに 
１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「美浜発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（3 号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26 日申請、令和 3年 1

月 26 日及び令和 3年 2月 26 日補正）（以下「本申請」という。）の内容が、同条

第２項の規定により準用する以下の規定に適合しているかどうかを審査した結

果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置

するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能

力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足

りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若

しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理的基

礎に係るもの及び第５号の規定（同法第４３条の３の５第２項第１１号の体制が

原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関する審査

結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力に

係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審査指

針（平成 16年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」とい

う。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発第 1306197
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号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等防止技術

的能力基準」という。）。 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6 月 28 日原子力規

制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規

技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「設置

許可基準規則解釈」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた原子力発電所の火山影響評価ガ

イド（原規技発第 13061910 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以

下「火山ガイド」という。）を参照するとともに、その他法令で定める基準、学協

会規格等も参照した。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 変更の内容」には、本申請における変更内容を示した。 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則への適合性に関する審査内

容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 
申請者は、大山火山の噴出規模を見直し、美浜発電所（以下「本発電所」という。）

3号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕物の最大層厚を変更すると

している。 

具体的には、本発電所の運用期間中において本発電所の安全機能に影響を及ぼし

得る火山事象として設定する降下火砕物の最大層厚を、10cm から 22cm に変更する

としている。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 
原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、発電用原子炉施設の設計及び工事

並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、技術

者に対する教育・訓練及び原子炉主任技術者等の選任・配置に係る方針を示してお

り、令和 2年 12 月 23 日付け原規規発第 2012235 号をもって許可した本発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請（以下「既許可申請」という。）からの変更はないと

している。 

 

規制委員会は、技術的能力に係る既許可申請の内容に変更がないことから、申請

者の技術的能力が技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 
 
Ⅳ 設計基準対象施設 
本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 
申請者は、本申請において、「Ⅱ 変更の内容」に示したとおり、大山火山の噴出

規模を見直し、本発電所 3号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕物

の最大層厚を変更するとしている。 
このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

・ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

なお、関連する以下の項目についても、既許可申請の内容から変更がないことを

確認した。 

・ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

・ 安全避難通路等（第１１条関係） 

・ 重大事故等対処施設（第４３条関係） 

 

規制委員会は、第６条関係について、以下のとおり本申請の内容を確認した結果、

設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
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 審査内容は以下のとおり。 

 
Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 
 
Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 
第６条第１項及び第２項は、想定される火山事象が発生した場合においても安全

施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 
このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 
 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

によって、安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、

それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象を原子力発電所との位置関係から抽出し、その影響評価を行うことを示してい

る。 
申請者は、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象として、

降下火砕物を抽出し、その影響評価について、以下のとおりとしている。 
（１）噴出源が同定できる降下火砕物のうち、文献調査結果、地質調査結果及び敷

地と各火山との位置関係から、敷地及び敷地周辺において降灰層厚が比較的厚

い降下火砕物として、大山
だいせん

倉吉
くらよし

軽石（以下「ＤＫＰ」という。）、大
だい

山
せん

生
なま

竹
たけ

軽石

（以下「ＤＮＰ」という。）、姶
あい

良
ら

Ｔｎテフラ及び恵比須
え び す

峠
とうげ

福田
ふ く だ

テフラを抽出

した。 

（２）これらの降下火砕物のうち、姶良Ｔｎテフラは活動履歴及び地下構造から、

恵比須峠福田テフラは活動履歴から、本発電所運用期間中における同規模の噴

火の可能性は十分に小さく、降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に

小さいと評価した。大山を給源とするＤＫＰ及びＤＮＰについては、階段ダイ

ヤグラムによるマグマ噴出率の変化から（原子力規制委員会（2019）、Yamamoto 

and Hoang（2019））、ＤＫＰ噴火（噴出量 20km3以上）は高噴出率期に発生して

いるのに対し、ＤＮＰ噴火（噴出量 11km3）を含む数 km3以下の噴火は低噴出率

期に発生していることから、ＤＫＰ噴火とＤＮＰ噴火は一連の噴火ではないこ

と、また、Zhao et al.（2011、2018）による地震波トモグラフィ解析結果か

ら、大山の地下 20km 以深に低速度層の存在が認められ、マグマ溜まりの存在

が示唆されるが、爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深さ
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7km より深い位置にあることから（兼岡・井田（1997）、東宮（1997））、本発電

所の運用期間中におけるＤＫＰ規模の噴火が発生する可能性は十分に小さい

と評価した。 

したがって、運用期間中に考慮すべき噴火規模は、ＤＫＰ噴火以外の噴火の

中で最大規模となるＤＮＰ噴火の可能性を想定して噴出量 11km3規模の噴火を

考慮し、移流拡散モデルを用いたシミュレーションを実施した。その結果、敷

地における最大層厚は 13.5cm であった。その上で、原子力規制委員会（2018）

に示された京都市越
こし

畑
はた

地点（以下「越畑地点」という。）におけるＤＮＰの実績

降灰層厚 25cm を基に、大山から越畑地点までの距離を踏まえ、大山から敷地

までの距離に応じて算出したところ、敷地における最大層厚は 21.4cm であっ

た。 

（３）噴出源が同定できない降下火砕物である NEXCO80 については、三方湖東岸に

おいては層厚 20cm であったが再堆積を含んでいると考えられること、またそ

の他周辺地域で調査を行った結果、層厚 10cm を超えるものはなかったことか

ら、NEXCO80 の降灰層厚は 10cm 以下と評価した。 

（４）以上の検討から、敷地における降下火砕物の最大層厚を 22cm と設定した。

降下火砕物の粒径及び密度は、文献調査及び地質調査結果を踏まえ、粒径を1mm

以下、乾燥密度を 0.7g/cm3、湿潤密度 1.5g/cm3と設定した。 

 
当初、申請者は、ＤＮＰの敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚を

シミュレーション結果から 15cm と評価していた。 

規制委員会は、審査の過程において、越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm

と大山から越畑地点及び本発電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に

用いる降下火砕物の最大層厚を再評価するように求めた。 

これに対して、申請者は、文献調査結果、地質調査結果、シミュレーション結

果及び越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm と大山からの越畑地点及び本発

電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚

を 22cm と評価した。 

 
規制委員会は、申請者が実施した設計対応可能な火山事象の影響評価について

は、火山ガイドを踏まえたものであり、文献調査、地質調査等により、本原子力

発電所への影響を適切に評価していることを確認した。 
また、規制委員会は、申請者が設定した降下火砕物の最大層厚等は、火山ガイ

ドを踏まえたものであり、最新の文献調査及び地質調査結果を踏まえ、降下火砕

物の分布状況、不確かさを考慮した降下火砕物シミュレーション結果及び越畑地

点におけるＤＮＰの実績層厚と大山から本発電所までの距離の関係から総合的

に評価し、適切に設定されていることから、妥当であると判断した。 
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２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更に関連する以下の項目について、

既許可申請の内容から変更がないことを確認した。 
・ 降下火砕物に対して設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

・ 降下火砕物による影響の選定 

・ 設計荷重の設定 

・ 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 
なお、この過程において、規制委員会は、申請者に対して、設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を含む。）について、降下火

砕物の最大層厚の変更によって影響を受ける項目を整理した上で、降下火砕物の

最大層厚以外の基本設計ないし基本的設計方針（以下「基本設計等」という。）の

技術的成立性を詳細に説明し、これらを変更する必要がないことを示すよう求め

た。 
これに対して、申請者は以下の説明を行った。 

（１）影響評価が必要な項目の抽出 
降下火砕物の最大層厚の変更に伴い評価が必要となる影響因子は荷重及び

閉塞であり、これらの観点から影響確認が必要な項目を以下のとおり抽出した。 
・ 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

・ 屋外との接続のある施設に対する閉塞の影響 

・ 降下火砕物の除去に対する影響 

（２）施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 
施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪に

よる荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡

易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維

持されるとの評価結果が得られた。 
（３）屋外との接続がある施設に対する閉塞の影響 

主蒸気逃がし弁等の大気開放部に対する閉塞の影響について、堆積荷重及び

噴出力の評価を行ったところ、出口配管内へ直接降下火砕物が侵入・堆積した

場合でも、堆積荷重と比較して噴出力が十分に大きいことから閉塞は生じず、

必要な機能は維持されるとの評価結果が得られた。 
（４）降下火砕物の除去作業について 

建屋の屋根部、屋外タンク等からの降下火砕物の除去作業について、降下火

砕物の堆積量から作業量及び作業時間の評価を行ったところ、３０日以内の除

去が可能であり、かつ、除去した降下火砕物を保管する場所は十分な容量を有

しているとの評価結果が得られた。 
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これらにより、規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更後においても、そ

れ以外の基本設計等に技術的成立性があることから、降下火砕物の最大層厚以外

の基本設計等を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 
 
 
Ⅴ 審査結果 
関西電力株式会社が提出した「美浜発電所発電用原子炉設置変更許可申請書(3号

発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26 日申請、令和 3年 1月 26 日及び令和

3年 2 月 26 日補正）を審査した結果、当該申請は、原子炉等規制法第４３条の３の

６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に適合してい

るものと認められる。 

 

なお、審査の過程において、本申請による変更許可後に行われる設計及び工事の

計画の認可申請等の対応方針を確認したところ、申請者は、美浜発電所原子炉施設

保安規定（直近には令和 3 年 2 月 19 日付け原規規発第 2102192 号をもって変更認

可。以下「保安規定」という。）に定める、火山事象による影響が発生し又は発生す

るおそれがある場合における発電用原子炉施設の保全に関する措置について、降下

火砕物の最大層厚の変更後においても当該措置に技術的成立性があるため、本申請

による変更許可後においても保安規定の変更はしないとした。 
これに対して規制委員会は、以下に掲げる事項を確認できたことから、現行の保

安規定に定める措置により、降下火砕物の最大層厚の変更後においても発電用原子

炉施設の保全のために必要な活動を行うことが可能であり、本申請による変更許可

後においても保安規定を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 
 変更後の最大層厚から推定した気中降下火砕物濃度で非常用ディーゼル発電

機の改良型フィルタの性能試験を実施した結果、フィルタ取替までの時間間

隔を短縮する必要があるが、保安規定で定めるフィルタ取替及び清掃の作業

に要する時間を変更する必要はないとの評価結果が得られたこと 

 火山影響対策に使用する屋外施設に対する静的荷重の影響について、荷重に

よる評価を行ったところ、発生応力は許容値を下回ることから、構造健全性

は確保されるとの評価結果が得られたこと 

 非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、

フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるもの

の、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸

気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結

果が得られたこと 
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 別紙１－２ 

 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の

変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律に規定する許可の基準への適合について（案） 
 

番    号 

年 月 日 

原子力規制委員会 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３９号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５５号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９８号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された、高浜発電

所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉

施設の変更）に対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条

の３の６第１項各号に規定する許可の基準への適合については、以下のとおり

である。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、１号及び２

号発電用原子炉施設については平成２８年４月２０日付けで許可を受け
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た記載を適用するという方針に変更はないこと、並びに３号及び４号発電

用原子炉施設については平成２７年２月１２日付けで許可を受けた記載

を適用するという方針に変更はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 
 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る変更の工事に要する資金については、自己資金、

社債及び借入金により調達したとしていることから、申請者には本件申請に係

る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認めら

れる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更す

るために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであると認められる。 

 
６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３の５

第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 
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(案) 
 
 

関 西 電 力 株 式 会 社 高 浜 発 電 所 

の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（１号、２号、３号及び４号発電用

原子炉施設の変更）に関する審査書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術

的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 年 月 日 

原子力規制委員会 

  

添 付  

19



 
 
 

 

  

20



 
 
 

 

i 

 

 

目次 

 

Ⅰ はじめに ............................................................... 1 

Ⅱ 変更の内容 ............................................................. 2 

Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 ........................... 3 

Ⅳ 設計基準対象施設 ....................................................... 3 

Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） ....................... 4 

Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 ..................................... 4 

Ⅴ 審査結果 ............................................................... 7 

 

 

  
 

21



 
 
 

 

1 

 

Ⅰ はじめに 
１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「高浜発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（1 号、2 号、3 号及び 4 号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9 月

26 日申請、令和 3年 1月 26 日及び令和 3年 2月 26 日補正）（以下「本申請」と

いう。）の内容が、同条第２項の規定により準用する以下の規定に適合している

かどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置

するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能

力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足

りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若

しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理的基

礎に係るもの及び第５号の規定（同法第４３条の３の５第２項第１１号の体制が

原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関する審査

結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力に

係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審査指

針（平成 16年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」とい

う。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発第 1306197

22



 
 
 

 

2 

 

号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等防止技術

的能力基準」という。）。 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6 月 28 日原子力規

制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規

技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「設置

許可基準規則解釈」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた原子力発電所の火山影響評価ガ

イド（原規技発第 13061910 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以

下「火山ガイド」という。）を参照するとともに、その他法令で定める基準、学協

会規格等も参照した。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 変更の内容」には、本申請における変更内容を示した。 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則への適合性に関する審査内

容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 
申請者は、大山火山の噴出規模を見直し、高浜発電所（以下「本発電所」という。）

1号炉、2号炉、3号炉及び 4号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕

物の最大層厚を変更するとしている。 

具体的には、本発電所の運用期間中において本発電所の安全機能に影響を及ぼし

得る火山事象として設定する降下火砕物の最大層厚を、10cm から 27cm に変更する

としている。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 
原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、発電用原子炉施設の設計及び工事

並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、技術

者に対する教育・訓練及び原子炉主任技術者等の選任・配置に係る方針を示してお

り、令和 2 年 12 月 2 日付け原規規発第 2012026 号をもって許可した本発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請（以下「既許可申請」という。）からの変更はないと

している。 

 

規制委員会は、技術的能力に係る既許可申請の内容に変更がないことから、申請

者の技術的能力が技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 
 
Ⅳ 設計基準対象施設 
本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 
申請者は、本申請において、「Ⅱ 変更の内容」に示したとおり、大山火山の噴出

規模を見直し、本発電所 1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉の火山の影響に対する

設計方針のうち、降下火砕物の最大層厚を変更するとしている。 
このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

・ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

なお、関連する以下の項目についても、既許可申請の内容から変更がないことを

確認した。 

・ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

・ 安全避難通路等（第１１条関係） 

・ 重大事故等対処施設（第４３条関係） 

 

規制委員会は、第６条関係について、以下のとおり本申請の内容を確認した結果、

設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
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 審査内容は以下のとおり。 

 
Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 
 
Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 
第６条第１項及び第２項は、想定される火山事象が発生した場合においても安全

施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 
このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 
 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

によって、安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、

それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象を原子力発電所との位置関係から抽出し、その影響評価を行うことを示してい

る。 
申請者は、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象として、

降下火砕物を抽出し、その影響評価について、以下のとおりとしている。 
（１）噴出源が同定できる降下火砕物のうち、文献調査結果、地質調査結果及び敷

地と各火山との位置関係から、敷地及び敷地周辺において降灰層厚が比較的厚

い降下火砕物として、大山
だいせん

倉吉
くらよし

軽石（以下「ＤＫＰ」という。）、大
だい

山
せん

生
なま

竹
たけ

軽石

（以下「ＤＮＰ」という。）、姶
あい

良
ら

Ｔｎテフラ及び恵比須
え び す

峠
とうげ

福田
ふ く だ

テフラを抽出

した。 

（２）これらの降下火砕物のうち、姶良Ｔｎテフラは活動履歴及び地下構造から、

恵比須峠福田テフラは活動履歴から、本発電所運用期間中における同規模の噴

火の可能性は十分に小さく、降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に

小さいと評価した。大山を給源とするＤＫＰ及びＤＮＰについては、階段ダイ

ヤグラムによるマグマ噴出率の変化から（原子力規制委員会（2019）、Yamamoto 

and Hoang（2019））、ＤＫＰ噴火（噴出量 20km3以上）は高噴出率期に発生して

いるのに対し、ＤＮＰ噴火（噴出量 11km3）を含む数 km3以下の噴火は低噴出率

期に発生していることから、ＤＫＰ噴火とＤＮＰ噴火は一連の噴火ではないこ

と、また、Zhao et al.（2011、2018）による地震波トモグラフィ解析結果か

ら、大山の地下 20km 以深に低速度層の存在が認められ、マグマ溜まりの存在

が示唆されるが、爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深さ
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7km より深い位置にあることから（兼岡・井田（1997）、東宮（1997））、本発電

所の運用期間中におけるＤＫＰ規模の噴火が発生する可能性は十分に小さい

と評価した。 

したがって、運用期間中に考慮すべき噴火規模は、ＤＫＰ噴火以外の噴火の

中で最大規模となるＤＮＰ噴火の可能性を想定して噴出量 11km3規模の噴火を

考慮し、移流拡散モデルを用いたシミュレーションを実施した。その結果、敷

地における最大層厚は 21.9cm であった。その上で、原子力規制委員会（2018）

に示された京都市越
こし

畑
はた

地点（以下「越畑地点」という。）におけるＤＮＰの実績

降灰層厚 25cm を基に、大山から越畑地点までの距離を踏まえ、大山から敷地

までの距離に応じて算出したところ、敷地における最大層厚は 26.6cm であっ

た。 

（３）噴出源が同定できない降下火砕物である NEXCO80 については、三方湖東岸に

おいては層厚 20cm であったが再堆積を含んでいると考えられること、またそ

の他周辺地域で調査を行った結果、層厚 10cm を超えるものはなかったことか

ら、NEXCO80 の降灰層厚は 10cm 以下と評価した。 

（４）以上の検討から、敷地における降下火砕物の最大層厚を 27cm と設定した。

降下火砕物の粒径及び密度は、文献調査及び地質調査結果を踏まえ、粒径を1mm

以下、乾燥密度を 0.7g/cm3、湿潤密度 1.5g/cm3と設定した。 

 
当初、申請者は、ＤＮＰの敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚を

シミュレーション結果から 25cm と評価していた。 

規制委員会は、審査の過程において、越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm

と大山から越畑地点及び本発電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に

用いる降下火砕物の最大層厚を再評価するように求めた。 

これに対して、申請者は、文献調査結果、地質調査結果、シミュレーション結

果及び越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm と大山からの越畑地点及び本発

電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚

を 27cm と評価した。 

 
規制委員会は、申請者が実施した設計対応可能な火山事象の影響評価について

は、火山ガイドを踏まえたものであり、文献調査、地質調査等により、本原子力

発電所への影響を適切に評価していることを確認した。 
また、規制委員会は、申請者が設定した降下火砕物の最大層厚等は、火山ガイ

ドを踏まえたものであり、最新の文献調査及び地質調査結果を踏まえ、降下火砕

物の分布状況、不確かさを考慮した降下火砕物シミュレーション結果及び越畑地

点におけるＤＮＰの実績層厚と大山から本発電所までの距離の関係から総合的

に評価し、適切に設定されていることから、妥当であると判断した。 
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２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更に関連する以下の項目について、

既許可申請の内容から変更がないことを確認した。 
・ 降下火砕物に対して設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

・ 降下火砕物による影響の選定 

・ 設計荷重の設定 

・ 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 
なお、この過程において、規制委員会は、申請者に対して、設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を含む。）について、降下火

砕物の最大層厚の変更によって影響を受ける項目を整理した上で、降下火砕物の

最大層厚以外の基本設計ないし基本的設計方針（以下「基本設計等」という。）の

技術的成立性を詳細に説明し、これらを変更する必要がないことを示すよう求め

た。 
これに対して、申請者は以下の説明を行った。 

（１）影響評価が必要な項目の抽出 
降下火砕物の最大層厚の変更に伴い評価が必要となる影響因子は荷重及び

閉塞であり、これらの観点から影響確認が必要な項目を以下のとおり抽出した。 
・ 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

・ 屋外との接続のある施設に対する閉塞の影響 

・ 降下火砕物の除去に対する影響 

（２）施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 
施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪に

よる荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡

易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維

持されるとの評価結果が得られた。 
（３）屋外との接続がある施設に対する閉塞の影響 

主蒸気逃がし弁等の大気開放部に対する閉塞の影響について、堆積荷重及び

噴出力の評価を行ったところ、出口配管内へ直接降下火砕物が侵入・堆積した

場合でも、堆積荷重と比較して噴出力が十分に大きいことから閉塞は生じず、

必要な機能は維持されるとの評価結果が得られた。 
（４）降下火砕物の除去作業について 

建屋の屋根部、屋外タンク等からの降下火砕物の除去作業について、降下火

砕物の堆積量から作業量及び作業時間の評価を行ったところ、３０日以内の除

去が可能であり、かつ、除去した降下火砕物を保管する場所は十分な容量を有

しているとの評価結果が得られた。 
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これらにより、規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更後においても、そ

れ以外の基本設計等に技術的成立性があることから、降下火砕物の最大層厚以外

の基本設計等を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 
 
 
Ⅴ 審査結果 
関西電力株式会社が提出した「高浜発電所発電用原子炉設置変更許可申請書(1号、

2号、3号及び 4号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26 日申請、令和 3年

1月 26 日及び令和 3年 2月 26 日補正）を審査した結果、当該申請は、原子炉等規

制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び

第４号に適合しているものと認められる。 

 

なお、審査の過程において、本申請による変更許可後に行われる設計及び工事の

計画の認可申請等の対応方針を確認したところ、申請者は、高浜発電所原子炉施設

保安規定（直近には令和 3 年 2 月 19 日付け原規規発第 2102193 号をもって変更認

可。以下「保安規定」という。）に定める、火山事象による影響が発生し又は発生す

るおそれがある場合における発電用原子炉施設の保全に関する措置について、本発

電所 1号炉及び 2 号炉については、降下火砕物の最大層厚の変更後においても当該

措置に技術的成立性があるため、本申請による変更許可後においても保安規定の変

更はしないとした。 
これに対して規制委員会は、以下に掲げる事項を確認できたことから、現行の保

安規定に定める措置により、本発電所 1号炉及び 2 号炉については、降下火砕物の

最大層厚の変更後においても発電用原子炉施設の保全のために必要な活動を行う

ことが可能であり、本申請による変更許可後においても保安規定を変更しないとの

申請者の方針は妥当であると判断した。 
 変更後の最大層厚から推定した気中降下火砕物濃度で非常用ディーゼル発電

機の改良型フィルタの性能試験を実施した結果、フィルタ取替までの時間間

隔を短縮する必要があるが、保安規定で定めるフィルタ取替及び清掃の作業

に要する時間を変更する必要はないとの評価結果が得られたこと 

 火山影響対策に使用する屋外施設に対する静的荷重の影響について、荷重に

よる評価を行ったところ、発生応力は許容値を下回ることから、構造健全性

は確保されるとの評価結果が得られたこと 

 非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタの取替ができないと仮定した場合、

フィルタの閉塞により電動補助給水ポンプが機能喪失する時間が早まるもの

の、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により蒸

気発生器の水位が維持されること等から、炉心冷却は可能であるとの解析結

果が得られたこと 
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 別紙１－３ 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定

する許可の基準への適合について（案） 
 

番    号 

年 月 日 

原子力規制委員会 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２４１号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５６号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９９号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された、大飯発電

所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）

に対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１

項各号に規定する許可の基準への適合については、以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年

６月３０日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はない

こと 
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から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 
 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る変更の工事に要する資金及び調達計画は必要とし

ないとしている。 

申請者の本変更については、工事を伴わず、追加の資金の調達は発生しない

と判断した。このことから、申請者には本件申請に係る発電用原子炉施設を設

置変更するために必要な経理的基礎があると認められる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更す

るために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであると認められる。 

 
６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３の５

第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 
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(案) 
 
 

関 西 電 力 株 式 会 社 大 飯 発 電 所 

の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（ ３ 号 及 び ４ 号 発 電 用 原 子 炉 

施 設 の 変 更 ） に 関 す る 審 査 書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術

的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 年 月 日 

原子力規制委員会 

  

添 付 
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Ⅰ はじめに 
１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「大飯発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（3号及び 4号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26 日申請、令

和 3 年 1月 26 日及び令和 3年 2月 26 日補正）（以下「本申請」という。）の内容

が、同条第２項の規定により準用する以下の規定に適合しているかどうかを審査

した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置

するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能

力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足

りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若

しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理的基

礎に係るもの及び第５号の規定（同法第４３条の３の５第２項第１１号の体制が

原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関する審査

結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力に

係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審査指

針（平成 16年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」とい

う。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発第 1306197

34



 
 
 

 

2 

 

号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等防止技術

的能力基準」という。）。 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6 月 28 日原子力規

制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規

技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「設置

許可基準規則解釈」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた原子力発電所の火山影響評価ガ

イド（原規技発第 13061910 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以

下「火山ガイド」という。）を参照するとともに、その他法令で定める基準、学協

会規格等も参照した。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 変更の内容」には、本申請における変更内容を示した。 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則への適合性に関する審査内

容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 
申請者は、大山火山の噴出規模を見直し、大飯発電所（以下「本発電所」という。）

3号炉及び 4号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、降下火砕物の最大層厚を

変更するとしている。 

具体的には、本発電所の運用期間中において本発電所の安全機能に影響を及ぼし

得る火山事象として設定する降下火砕物の最大層厚を、10cm から 25cm に変更する

としている。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 
原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、発電用原子炉施設の設計及び工事

並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、技術

者に対する教育・訓練及び原子炉主任技術者等の選任・配置に係る方針を示してお

り、令和 2年 12 月 23 日付け原規規発第 2012236 号をもって許可した本発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請（以下「既許可申請」という。）からの変更はないと

している。 

 

規制委員会は、技術的能力に係る既許可申請の内容に変更がないことから、申請

者の技術的能力が技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 
 
Ⅳ 設計基準対象施設 
本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 
申請者は、本申請において、「Ⅱ 変更の内容」に示したとおり、大山火山の噴出

規模を見直し、本発電所 3 号炉及び 4 号炉の火山の影響に対する設計方針のうち、

降下火砕物の最大層厚を変更するとしている。 
このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

・ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

 

なお、関連する以下の項目についても、既許可申請の内容から変更がないことを

確認した。 

・ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

・ 安全避難通路等（第１１条関係） 

・ 重大事故等対処施設（第４３条関係） 

 

規制委員会は、第６条関係について、以下のとおり本申請の内容を確認した結果、

設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

36



 
 
 

 

4 

 

 審査内容は以下のとおり。 

 
Ⅳ－１ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 
 
Ⅳ－１．１ 火山の影響に対する設計方針 
第６条第１項及び第２項は、想定される火山事象が発生した場合においても安全

施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 
このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 
 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 
１．原子力発電所への火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

によって、安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、

それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象を原子力発電所との位置関係から抽出し、その影響評価を行うことを示してい

る。 
申請者は、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象として、

降下火砕物を抽出し、その影響評価について、以下のとおりとしている。 
（１）噴出源が同定できる降下火砕物のうち、文献調査結果、地質調査結果及び敷

地と各火山との位置関係から、敷地及び敷地周辺において降灰層厚が比較的厚

い降下火砕物として、大山
だいせん

倉吉
くらよし

軽石（以下「ＤＫＰ」という。）、大
だい

山
せん

生
なま

竹
たけ

軽石

（以下「ＤＮＰ」という。）、姶
あい

良
ら

Ｔｎテフラ及び恵比須
え び す

峠
とうげ

福田
ふ く だ

テフラを抽出

した。 

（２）これらの降下火砕物のうち、姶良Ｔｎテフラは活動履歴及び地下構造から、

恵比須峠福田テフラは活動履歴から、本発電所運用期間中における同規模の噴

火の可能性は十分に小さく、降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十分に

小さいと評価した。大山を給源とするＤＫＰ及びＤＮＰについては、階段ダイ

ヤグラムによるマグマ噴出率の変化から（原子力規制委員会（2019）、Yamamoto 

and Hoang（2019））、ＤＫＰ噴火（噴出量 20km3以上）は高噴出率期に発生して

いるのに対し、ＤＮＰ噴火（噴出量 11km3）を含む数 km3以下の噴火は低噴出率

期に発生していることから、ＤＫＰ噴火とＤＮＰ噴火は一連の噴火ではないこ

と、また、Zhao et al.（2011、2018）による地震波トモグラフィ解析結果か

ら、大山の地下 20km 以深に低速度層の存在が認められ、マグマ溜まりの存在

が示唆されるが、爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深さ
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7km より深い位置にあることから（兼岡・井田（1997）、東宮（1997））、本発電

所の運用期間中におけるＤＫＰ規模の噴火が発生する可能性は十分に小さい

と評価した。 

したがって、運用期間中に考慮すべき噴火規模は、ＤＫＰ噴火以外の噴火の

中で最大規模となるＤＮＰ噴火の可能性を想定して噴出量 11km3規模の噴火を

考慮し、移流拡散モデルを用いたシミュレーションを実施した。その結果、敷

地における最大層厚は 19.3cm であった。その上で、原子力規制委員会（2018）

に示された京都市越
こし

畑
はた

地点（以下「越畑地点」という。）におけるＤＮＰの実績

降灰層厚 25cm を基に、大山から越畑地点までの距離を踏まえ、大山から敷地

までの距離に応じて算出したところ、敷地における最大層厚は 24.8cm であっ

た。 

（３）噴出源が同定できない降下火砕物である NEXCO80 については、三方湖東岸に

おいては層厚 20cm であったが再堆積を含んでいると考えられること、またそ

の他周辺地域で調査を行った結果、層厚 10cm を超えるものはなかったことか

ら、NEXCO80 の降灰層厚は 10cm 以下と評価した。 

（４）以上の検討から、敷地における降下火砕物の最大層厚を 25cm と設定した。

降下火砕物の粒径及び密度は、文献調査及び地質調査結果を踏まえ、粒径を1mm

以下、乾燥密度を 0.7g/cm3、湿潤密度 1.5g/cm3と設定した。 

 
当初、申請者は、ＤＮＰの敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚を

シミュレーション結果から 22cm と評価していた。 

規制委員会は、審査の過程において、越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm

と大山から越畑地点及び本発電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に

用いる降下火砕物の最大層厚を再評価するように求めた。 

これに対して、申請者は、文献調査結果、地質調査結果、シミュレーション結

果及び越畑地点におけるＤＮＰの実績層厚 25cm と大山からの越畑地点及び本発

電所との距離関係を踏まえて、敷地において設計に用いる降下火砕物の最大層厚

を 25cm と評価した。 

 
規制委員会は、申請者が実施した設計対応可能な火山事象の影響評価について

は、火山ガイドを踏まえたものであり、文献調査、地質調査等により、本原子力

発電所への影響を適切に評価していることを確認した。 
また、規制委員会は、申請者が設定した降下火砕物の最大層厚等は、火山ガイ

ドを踏まえたものであり、最新の文献調査及び地質調査結果を踏まえ、降下火砕

物の分布状況、不確かさを考慮した降下火砕物シミュレーション結果及び越畑地

点におけるＤＮＰの実績層厚と大山から本発電所までの距離の関係から総合的

に評価し、適切に設定されていることから、妥当であると判断した。 
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２．降下火砕物の影響に対する設計方針等 

規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更に関連する以下の項目について、

既許可申請の内容から変更がないことを確認した。 
・ 降下火砕物に対して設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

・ 降下火砕物による影響の選定 

・ 設計荷重の設定 

・ 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 
なお、この過程において、規制委員会は、申請者に対して、設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を含む。）について、降下火

砕物の最大層厚の変更によって影響を受ける項目を整理した上で、降下火砕物の

最大層厚以外の基本設計ないし基本的設計方針（以下「基本設計等」という。）の

技術的成立性を詳細に説明し、これらを変更する必要がないことを示すよう求め

た。 
これに対して、申請者は以下の説明を行った。 

（１）影響評価が必要な項目の抽出 
降下火砕物の最大層厚の変更に伴い評価が必要となる影響因子は荷重及び

閉塞であり、これらの観点から影響確認が必要な項目を以下のとおり抽出した。 
・ 施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 

・ 屋外との接続のある施設に対する閉塞の影響 

・ 降下火砕物の除去に対する影響 

（２）施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の影響 
施設を内包する建屋、屋外タンク等に対する降下火砕物の堆積荷重（積雪に

よる荷重の組合せを含む。以下同じ。）の影響について、荷重又は応力による簡

易評価を行ったところ、発生値が許容限界を下回ることから、構造健全性は維

持されるとの評価結果が得られた。 
（３）屋外との接続がある施設に対する閉塞の影響 

主蒸気逃がし弁等の大気開放部に対する閉塞の影響について、堆積荷重及び

噴出力の評価を行ったところ、出口配管内へ直接降下火砕物が侵入・堆積した

場合でも、堆積荷重と比較して噴出力が十分に大きいことから閉塞は生じず、

必要な機能は維持されるとの評価結果が得られた。 
（４）降下火砕物の除去作業について 

建屋の屋根部、屋外タンク等からの降下火砕物の除去作業について、降下火

砕物の堆積量から作業量及び作業時間の評価を行ったところ、３０日以内の除

去が可能であり、かつ、除去した降下火砕物を保管する場所は十分な容量を有

しているとの評価結果が得られた。 
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また、降下火砕物の影響による外部電源の喪失（７日間）を想定した場合の

タンクローリーによる非常用ディーゼル発電機の燃料輸送について、アクセス

ルートの復旧に要する作業時間の評価を行ったところ、燃料輸送が必要となる

非常用ディーゼル発電機起動後 3日に対して十分な時間余裕があり、燃料輸送

は可能であるとの評価結果が得られた。 
 
これらにより、規制委員会は、降下火砕物の最大層厚の変更後においても、そ

れ以外の基本設計等に技術的成立性があることから、降下火砕物の最大層厚以外

の基本設計等を変更しないとの申請者の方針は妥当であると判断した。 
 
 

Ⅴ 審査結果 
関西電力株式会社が提出した「大飯発電所発電用原子炉設置変更許可申請書(3号

及び 4号発電用原子炉施設の変更)」（令和元年 9月 26 日申請、令和 3年 1 月 26 日

及び令和 3 年 2 月 26 日補正）を審査した結果、当該申請は、原子炉等規制法第４

３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に

適合しているものと認められる。 
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（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 原子力委員会 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 （公印省略） 

 

 

関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号

発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、２０１９年９月２６日付け関原発第２３７号（２０２１年

１月２６日付け関原発第５５４号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９

７号をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹

から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、

審査の結果、同法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３

の６第１項各号のいずれにも適合していると認められるので、同法第４３条の

３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第３項の規定に基づき、

別紙のとおり同条第１項第１号に規定する基準の適用について、貴委員会の意

見を求める。 

 

 

別紙２－１ 
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（別紙） 

 

関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３

号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３７号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５４号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９７号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された美浜発電所

の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）に対する法

第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１項第１号に

規定する許可の基準への適合については以下のとおりである。 

 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１３年

６月２２日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はない

こと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認め 

られる。 
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（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 原子力委員会 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 （公印省略） 

 

 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（１号、

２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取

について 

 

 

上記の件について、２０１９年９月２６日付け関原発第２３９号（２０２１年

１月２６日付け関原発第５５５号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９

８号をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹

から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、

審査の結果、同法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３

の６第１項各号のいずれにも適合していると認められるので、同法第４３条の

３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第３項の規定に基づき、

別紙のとおり同条第１項第１号に規定する基準の適用について、貴委員会の意

見を求める。 

 

 

別紙２－２ 
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（別紙） 

 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１

号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適

合について 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３９号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５５号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９８号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された高浜発電所

の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施

設の変更）に対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の

３の６第１項第１号に規定する許可の基準への適合については以下のとおりで

ある。 

 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、１号及び２

号発電用原子炉施設については平成２８年４月２０日付けで許可を受け

た記載を適用するという方針に変更はないこと、並びに３号及び４号発電

用原子炉施設については平成２７年２月１２日付けで許可を受けた記載

を適用するという方針に変更はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認め 

られる。 
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（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 原子力委員会 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 （公印省略） 

 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号

及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、２０１９年９月２６日付け関原発第２４１号（２０２１年

１月２６日付け関原発第５５６号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９

９号をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹

から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、

審査の結果、同法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３

の６第１項各号のいずれにも適合していると認められるので、同法第４３条の

３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第３項の規定に基づき、

別紙のとおり同条第１項第１号に規定する基準の適用について、貴委員会の意

見を求める。 

 

 

別紙２－３ 
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（別紙） 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３

号及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２４１号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５６号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９９号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された大飯発電所

の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に

対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１項

第１号に規定する許可の基準への適合については以下のとおりである。 

 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年

６月３０日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はない

こと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認め 

られる。 
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（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 経済産業大臣 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 （公印省略） 

 

 

関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号

発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、２０１９年９月２６日付け関原発第２３７号（２０２１年

１月２６日付け関原発第５５４号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９

７号をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹

から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、

審査の結果、別紙のとおり同法第４３条の３の８第２項において準用する同法

第４３条の３の６第１項各号のいずれにも適合していると認められるので、同

法第７１条第１項の規定に基づき、貴職の意見を求める。 

 

  

別紙３－１ 
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（別紙） 

 

関西電力株式会社美浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３

号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３７号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５４号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９７号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された美浜発電所

の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）に対する法

第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１項各号に規

定する許可の基準への適合については以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１３年

６月２２日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はない

こと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 
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２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る変更の工事に要する資金については、自己資金、

社債及び借入金により調達したとしていることから、申請者には本件申請に係

る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認めら

れる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更す

るために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであると認められる。 

 

６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３の５

第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 
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（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 経済産業大臣 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 （公印省略） 

 

 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉の設置変更許可（１号、

２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取

について 

 

 

上記の件について、２０１９年９月２６日付け関原発第２３９号（２０２１年

１月２６日付け関原発第５５５号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９

８号をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹

から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、

審査の結果、別紙のとおり同法第４３条の３の８第２項において準用する同法

第４３条の３の６第１項各号のいずれにも適合していると認められるので、同

法第７１条第１項の規定に基づき、貴職の意見を求める。 

 

  

別紙３－２ 
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（別紙） 

 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１

号、２号、３号及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適

合について 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２３９号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５５号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９８号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された高浜発電所

の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号、２号、３号及び４号発電用原子炉施

設の変更）に対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の

３の６第１項各号に規定する許可の基準への適合については以下のとおりであ

る。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、１号及び２

号発電用原子炉施設については平成２８年４月２０日付けで許可を受け

た記載を適用するという方針に変更はないこと、並びに３号及び４号発電

用原子炉施設については平成２７年２月１２日付けで許可を受けた記載

を適用するという方針に変更はないこと 
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から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 

 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る変更の工事に要する資金については、自己資金、

社債及び借入金により調達したとしていることから、申請者には本件申請に係

る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認めら

れる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更す

るために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであると認められる。 

 

６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３の５

第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 
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（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 経済産業大臣 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 （公印省略） 

 

 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号

及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、２０１９年９月２６日付け関原発第２４１号（２０２１年

１月２６日付け関原発第５５６号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９

９号をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹

から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、

審査の結果、別紙のとおり同法第４３条の３の８第２項において準用する同法

第４３条の３の６第１項各号のいずれにも適合していると認められるので、同

法第７１条第１項の規定に基づき、貴職の意見を求める。 

 

  

別紙３－３ 
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（別紙） 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３

号及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について 

 

２０１９年９月２６日付け関原発第２４１号（２０２１年１月２６日付け関

原発第５５６号及び２０２１年２月２６日付け関原発第５９９号をもって一部

補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下

「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された大飯発電所

の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に

対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１項

各号に規定する許可の基準への適合については以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年

６月３０日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はない

こと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 
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２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る変更の工事に要する資金及び調達計画は必要とし

ないとしている。 

申請者の本変更については、工事を伴わず、追加の資金の調達は発生しない

と判断した。このことから、申請者には本件申請に係る発電用原子炉施設を設

置変更するために必要な経理的基礎があると認められる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更す

るために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであると認められる。 

 

６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３の５

第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 

  

57



 
 

 

58



 

大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直しに伴う 
その他の審査・検査の取扱いについて（案） 

 

令和元年６月１９日 

原子力規制委員会 

 

１．経緯  

関西電力株式会社高浜発電所、大飯発電所及び美浜発電所について、原子力規制委員会

は、平成３１年度第４回原子力規制委員会において、大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）

の噴出規模は 11 ㎦程度と見込まれること、及び、大山倉吉テフラ（ＤＫＰ）とＤＮＰが一

連の巨大噴火であるとは認められず、上記噴出規模のＤＮＰは火山影響評価において想定

すべき自然現象であることを認定し、令和元年度第１０回原子力規制委員会において、上

記のとおり認定した事実に基づけば、火山事象に係る「想定される自然現象」の設定とし

て明らかに不適当であり、設置許可基準規則第６条第１項への不適合が認められるため、

原子炉等規制法第４３条の３の２３第１項の規定に基づき基本設計ないし基本的設計方針

を変更することを命ずる方針を決定したところである。 

 

２．本件命令に係る考え方  

本件は、いわゆるバックフィットの適用である。バックフィットを行うための法的手段

には、大別して、新知見を踏まえて法令等の新設・改正を行うものと、既存の法令等の解

釈上、事実関係について新知見を取り入れるものとがある。前者（法令等改正型）につい

ては、基本的には、いわゆる経過措置規定等において猶予期間の有無やその内容等につい

て規定することとなる。本件ＤＮＰの噴出規模の見直しは、新知見によって既許可の火山

事象に係る想定が基準を満たしていないことが判明した後者（新知見対応型）の事例であ

り、経過措置規定に相当する明示的な定めを置く法令上の仕組みがないが、継続的安全性

向上を図るための技術的見地からは、猶予期間の有無及び内容等については、同様に考え

るべきである。 

 

本件は、既許可の火山事象に係る想定が不適当であることから基本設計ないし基本的設

計方針の変更を命じたものであり、これが適切に履行されれば、設置変更許可において想

定すべき火山灰の層厚が決まり、後続の工事計画認可の審査において層厚の変更が施設の

安全機能にもたらす具体的影響の有無及び範囲が確定し、使用前検査により実際の施設の

状態について安全機能の有無が確定することになる。また、その時点以降の施設定期検査

は、これを前提に行うことになる。 

このように、新知見がもたらす具体的な影響は、バックフィット命令の適切な履行（後

続手続を含む）を経て確定していくものであり、また技術的にもそのようにすべきである。 

本件命令はこうした対応が確実になされるようにするため発出したものであるから、こ

れらが完了するまでの間、他の審査・検査における関係法令の解釈において、新知見を採

用して適合性を判断することを求めるものではないし、施設の使用の停止を命じる必要性
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が認められない現状において、本件命令により他の申請に係る審査・検査が滞り、それら

による安全対策が遅延することはバックフィット制度の運用として想定していないもので

ある。こうした他の許認可等の手続において、新知見に基づく判断を必要とするかどうか

は、工事計画認可、保安規定変更認可、使用前検査、施設定期検査等の別を問わず、原子

力規制委員会が当該新知見の性質やバックフィット命令の履行状況等に照らし、科学的、

技術的観点から判断すべきものである。 

 

３．他の審査・検査における新たな知見の取扱いについて  

上記を踏まえ、他の審査・検査中の案件及び今後申請される審査・検査案件については、

「新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え方（平成２７年１

１月１３日原子力規制委員会決定）」に準じて取り扱うこととする。すなわち、①新たな知

見を既存の施設等に適用する場合には、被規制者が当該知見に対応するために必要な期間

を確保することを基本とし、②この期間は、原子力規制委員会が、当該知見の安全上の重

要性、被規制者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して、個別に設定する。 

なお、安全上緊急の必要性がある場合には、当該知見を即時に適用する。 

 

必要な期間を確保するための具体的な方法としては、新たな知見への対応を上記の趣旨

に沿って行うことにより、これを実現する。すなわち、原子力規制委員会として、新知見

のもたらす安全上の重要性を勘案して、一定の期限を設定し、それまでの間は、既存の知

見に基づいて規制基準への適合性を判断する旨を決定することで、猶予期間を設けること

とする。 

本件において、期限の設定については、ＤＮＰの噴出規模の見直しに係る設置変更許可

を行う時点で、新たな想定の安全上の重要性、被規制者が対応するために必要な期間を具

体的に見通すことができると考える。 

 

４．まとめ  

以上をまとめると、ＤＮＰの噴出規模の見直しに関しては、（ⅰ）平成３１年度第４回原

子力規制委員会において判断したとおり、大山火山は活火山ではなく噴火が差し迫った状

況にあるとはいえず、原子力規制委員会が認定したＤＮＰの噴出規模の噴火による降下火

砕物により当該発電所が大きな影響を受けるおそれがある切迫した状況にはないこと、（ⅱ）

命令の適切な履行により上記の不適合状態は是正することができ、かつ、大山火山の状況

に照らせばこれで足りることなどから、今後の対応は以下の通りとする。 

1. 本件命令に係る手続が進んでいる状況下（ＤＮＰの噴出規模の見直しに係る設置変更

の許可までの間）においては、他の審査・検査中の案件や今後申請される審査・検査

案件については、従前の火山事象に関する想定を前提として規制基準への適合性を判

断する。 

2. ＤＮＰの噴出規模の見直しに係る設置変更の許可を行う際、新たな想定の安全上の重

要性、被規制者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して、新たな想定の反

映を完了させるべき期限を設定するとともに、他の審査・検査案件の取扱いを定める。 
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